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労働行政のあらまし

厚生労働省 千葉労働局

すべての人が安心、安全、

安定して働ける社
ち ば

会をめざして



 

Ⅰ 千葉労働局の組織と所掌事務 

 千葉労働局は、労働基準、職業安定及び雇用均等の三行政がそれぞれの専門性を十分に発揮するとともに、三

行政の連携を密にし、分野横断的な施策を効果的に実施することによって、県民のニーズに合ったきめ細かな行

政運営を目指して、信頼される行政の推進に努めていきます。 
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労働保険徴収課

広報、

高年齢者雇用対策、障害者雇用対策、地域雇用対策、

労働災害の防止、労働者の健康確保 

総合的施策の企画、情報公開、個人情報の保護、広報、
総合労働相談、個別労使紛争 

労働保険の成立・消滅、事務組合の認可・監督、
労働保険料の徴収 

労働基準部 

監督課 

健康安全課 

賃金室 

労災補償課 

職業安定課 

職業対策課 

地方訓練受講者支援室

需給調整事業課

職業安定部 

雇用均等室 

各労働基準監督署 

各公共職業安定所 

最低賃金･最低工賃、賃金･退職金制度に関する指導

労災保険給付、被災労働者の社会復帰対策等

職業紹介関係業務、雇用保険業務の企画・調整

高年齢者雇用対策、障害者雇用対策、地域雇用対策、
外国人雇用対策、助成金等の雇用支援対策 

労働者派遣事業など民間等労働力需給調整機関に 
関する許可、指導・監督等 

男女の雇用機会均等確保、育児・介護休業等仕事 
と家庭の両立支援、パートタイム労働者の雇用管 
理改善

労働条件・安全衛生に関する監督指導、労働災害 
防止のための指導、労災保険業務 

雇用に係わる相談・支援及び職業の相談・紹介、
雇用保険の支給等様々な雇用サービス 

人事・会計・給与・福利厚生等 

労働条件対策、労働者保護に関する監督指導

公的職業訓練、生活困窮者雇用対策、ジョブ・カード
制度 
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労働基準監督署一覧 

署 名 〒 所 在 地 電 話 管 轄 区 域 

千  葉 260-8506 
千葉市中央区中央4-11-1 
千葉第2地方合同庁舎3F 

ダイヤルイン 千葉市、市原市、四街道市 

総務関係 TEL 043-308-0670   労働条件関係 TEL 043-308-0671 

安衛関係 TEL 043-308-0672   労災関係     TEL 043-308-0673 

船  橋 273-0022 船橋市海神町2-3-13   

ダイヤルイン 
船橋市、市川市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、 

浦安市、白井市 

総務関係 TEL 047-431-0181   労働条件関係 TEL 047-431-0182 

安衛関係 TEL 047-431-0196   労災関係     TEL 047-431-0183 

柏 277-0005 柏市柏255-31 

ダイヤルイン 柏市、松戸市、野田市、流山市、我孫子市 

総務関係  TEL 04-7163-0245      労働条件関係 TEL 04-7163-0246 

安衛関係 TEL 04-7163-0247   労災関係   TEL 04-7163-0248  

銚  子 288-0802 銚子市松本町1-9-5   TEL 0479-22-8100 銚子市、旭市、匝瑳市、香取郡のうち東庄町 

木 更 津 292-0831 
木更津市富士見2-4-14 
木更津地方合同庁舎3F 

TEL 0438-22-6165
木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、館山市、 

鴨川市、南房総市、安房郡 

茂  原 297-0018 茂原市萩原町3-20-3 TEL 0475-22-4551 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡 

成  田 286-0134 成田市東和田553-4 TEL 0476-22-5666
成田市、印西市、富里市、香取市、印旛郡のうち栄町、

香取郡のうち神崎町、多古町 

東  金 283-0005 東金市田間65 TEL 0475-52-4358
東金市、佐倉市、八街市、山武市、大網白里市、山武郡、

印旛郡のうち酒々井町 

公共職業安定所（ハローワーク）一覧 

所 名 〒 所 在 地 電 話 管 轄 区 域 

千  葉 261-0001 千葉市美浜区幸町1-1-3 TEL 043-242-1181
千葉市のうち中央区【千葉南所の管轄区域を除く】、 

花見川区、美浜区、稲毛区、若葉区、四街道市、八街市、

山武市、山武郡のうち横芝光町 

市  川 272-8543 市川市南八幡5-11-21 TEL 047-370-8609 市川市、浦安市 

銚  子 288-0043 銚子市東芝町5-9 TEL 0479-22-7406 銚子市、旭市、匝瑳市 

館  山 294-0047 館山市八幡815-2 TEL 0470-22-2236 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡 

木 更 津 292-0831 
木更津市富士見1-2-1 
アクア木更津ビル5F 

TEL 0438-25-8609 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 

佐  原 287-0002 香取市北1-3-2 TEL 0478-55-1132 香取市、香取郡 

茂  原 297-0078 
茂原市高師台1-5-1 
茂原地方合同庁舎1Ｆ 

TEL0475-25-8609 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡 

いすみ(出) 298-0004 いすみ市大原8000-1 TEL 0470-62-3551 ［いすみ市、勝浦市、夷隅郡］ 

松  戸 271-0092 
松戸市松戸1307-1 
松戸ビル3Ｆ 

TEL 047-367-8609 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市 

野田(出) 278-0027 野田市みずき2-6-1 TEL 04-7124-4181 ［野田市］ 

船橋 
第一庁舎 273-0011 船橋市湊町2-10-17 TEL 047-431-8287

船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、白井市 
第二庁舎 273-0005 

船橋市本町2-1-1 
船橋スクエア21ビル4Ｆ･7Ｆ

TEL 047-420-8609

成  田 286-0036 成田市加良部3-4-2 TEL 0476-27-8609
成田市、佐倉市、印西市、富里市、印旛郡、 

山武郡のうち芝山町 

千 葉 南 260-0842 
千葉市中央区南町2-16-3 
海気館蘇我駅前ビル3Ｆ･4Ｆ

TEL 043-300-8609

千葉市のうち中央区（赤井町、今井、今井町、鵜の森町、

大森町、生実町、川崎町、川戸町、塩田町、白旗、蘇我

町、蘇我、大巌寺町、新浜町、仁戸名町、花輪町、浜野

町、星久喜町、松ヶ丘町、南生実町、南町、宮崎、宮崎

町、村田町、若草）、緑区、東金市、市原市、大網白里

市、山武郡のうち九十九里町 
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Ⅱ 「全員参加の社会」の実現に向けた雇用改革・人材力の強化 
 

雇用情勢が改善傾向にある中で、ハローワークのマッチング機能を強化するとともに、地方自治体や民間人

材ビジネスと連携し、千葉県全体で労働力の需給調整機能の充実に取り組みます。 

また、少子高齢化や経済のグローバル化が進む中、持続的な経済成長を実現するためには、若者や女性・高

齢者等の力を最大限引き出すことが不可欠です。このため、若者の就業支援、女性の再就職支援、高齢者の生

涯現役社会の実現に向けた取組み等を強化します。 

 

【 最重点施策 】 
①職業紹介業務の充実強化による効果的なマッチングの推進 

②女性の活躍促進のための対策の推進 

 

 

【 重点施策 】 

①地方自治体との連携及び民間を活用した就職支援 

②若者・非正規雇用対策の推進 

③高年齢者の就労促進等を通じた生涯現役社会の実現 

④障害者の雇用対策の推進 

⑤子育てする女性等に対する雇用対策の推進 

⑥外国人の雇用対策の推進 

⑦雇用管理改善対策の推進 

 

⑧ 失業なき労働移動の実現 

⑨ 成長分野などでの雇用の拡大、人材育成の推進 

⑩ 重層的なセーフティネットの構築 

⑪ 労働者・企業の職業能力開発への支援 

⑫ ジョブ・カード制度の推進 

⑬ 民間等の労働力需給調整事業の適正な運営の促進 

⑭ 雇用保険制度の安定的運営 

⑮ パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保等対策の 

推進 
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有効求人倍率、求人・求職の推移



 

⇒平成２６年度主要対策 

⇒平成２６年度主要対策 

 

 

求人数の増加や求職者の減少に伴い、有効求人倍率が0.86倍（26年1月）とリーマンショック前まで回復して

おり、特に福祉や建設分野では人手不足の傾向が続いています。こうした状況において、求人者サービスの強化

と求職者への積極的・能動的マッチング機能の強化が重要となっています。 

 

  

１ 求人・求職票の内容の充実に取り組み、ハローワークシステムの機能を最大限に活用した求人者・求職

者双方へのあっせんの提案を拡充します。 

２ 人手不足の状況にある業種・職種について、求職者情報を求人者に提供します。 

３ 正社員求人、求職者ニーズの高い求人等の良質求人の確保対策を強化します。 

４ 画像情報を含む事業所情報を蓄積・共有し、効果的なマッチングに活用します。 

 

 
                           
 
 

労働者が性別により差別されることなく、働く女性が母性を尊重されつつ安心して働きながら能力を発揮でき

るよう、男女雇用機会均等法の実効性を確保することが重要となっています。 

 

 

１ 配置・昇進をはじめとする性別を理由とする差別的取扱いには厳正に対応し、積極的な指導等により男

女雇用機会均等法の実効性を確保します。 

２ 妊娠・出産、産前産後休業の取得等を理由とした不利益取扱いやセクシュアルハラスメント等の相談に

ついては、法違反が認められる場合には、迅速かつ厳正な指導を行うとともに、必要により労働局長によ

る紛争解決の援助や調停等を実施し、円滑かつ迅速な解決を図ります。 

３ 女性の活躍を推進するため、ポジティブ・アクションに取り組むよう企業に対する直接的な働きかけを

行い、具体的な取組みに向けた助言・情報提供等を行います。また、取組の進んでいる企業を中心に女性

の活躍状況等の情報開示について積極的な働きかけを行います。 

職業紹介業務の充実強化による効果的なマッチングの推進 

Ⅱ 「全員参加の社会」の実現に向けた雇用改革・人材力の強化

女性の活躍促進のための対策の推進 
－雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保対策の推進－ 
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 ポジティブ・アクション応援サイトをご活用ください !! 

           全国のさまざまな企業のポジティブ・アクション取組事例を、業種や規模別に実名で 

           紹介しています。ポジティブ・アクションに取り組みたい、さらに推進したいとお考え 

の事業主、人事労務担当者の皆様、他社の取組の具体的事例を参考にしていただけます。 

           女子学生の皆様には、女性の活躍推進に取り組んでいる企業各社の具体的な情報が検索 

           できます。 アクセスはこちら ⇒ http://www.positiveaction.jp/ 

 

 

 

女性雇用者数及び雇用者総数に占める女性の割合の推移 (人) 
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⇒平成２６年度主要対策 

 

 

 

出産後の離職状況を表すと考えられる千葉県の女性の年齢階級別労働力率のＭ字型の底は、依然として全 

国より低い状況にあります。女性の活躍推進のためには、男女がともに仕事と子育てなどを両立できる環境を 

整備することが重要となっています。 

 
 
１ 育児・介護休業法の履行確保のため、事業所における育児休業制度等の規定整備を促します。また、非

正規雇用労働者も一定の要件を満たす場合、育児休業等が取得できることを周知します。 

２ 育児休業の申出等を理由とした不利益取扱いなどの相談で、法違反がある場合には、迅速かつ厳正な指

導を行うとともに、必要により労働局長による紛争解決の援助や調停等を実施し、円滑かつ迅速な解決を

図ります。 

３ 「両立支援助成金」の活用等により、育児休業や短時間勤務などの両立支援制度を利用しやすい職場環

境の整備に取り組む事業主を支援します。 

４ 次世代認定マーク「くるみん」取得を多くの企業が目指すよう、周知、啓発を行います。 
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－職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進－ 

年齢階級別女性労働力率（平成22年）

資料出所：総務省「国勢調査」
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７ 

 

⇒平成２６年度主要対策 

⇒平成２６年度主要対策 

⇒平成２６年度主要対策 

１ ハローワークと地方自治体の協定に基づく一体的実施（共同窓口）の取組を推進します。 

２ ハローワークと市町村とにより設置する「ふるさとハローワーク」において、求人情報の提供及び職

業相談・紹介等を行います。 

３ 民間人材ビジネスや地方自治体に対し、ハローワークの求人情報を提供します。 

 

 

地方自治体や民間人材ビジネスと連携を強化し、千葉県全体で労働力の需給調整機能の拡充強化に取り組む 

ことが重要となっています。 

 

 
 

 

 
 

 

若者が安心・納得して働き、その意欲や能力を十分に発揮できるよう、新卒者・既卒者の就職支援を強化す   

るとともに、フリーター等に対する正規雇用化の実現に向けた支援を推進することが必要です。 

 

１ 未就職卒業者等への継続的な就職支援や就職後の定着支援等を強化します。また、「若者応援企業」の普

及拡大・情報発信の強化を図ります。 
２ フリーター等の正規雇用化を推進させるため、わかものハローワークやわかもの支援窓口において、担

当者制による個別支援を行います。 
３ キャリアアップ助成金等を積極的に活用して、若者をはじめ非正規労働者の正規雇用化を進めます。 

 

 

 

少子・高齢化の急速な進展により、労働力人口の大幅な減少が見込まれる中、我が国の経済・社会の活力を   

維持していくためには、高年齢者が健康で、意欲と能力がある限り年齢に関わりなく働き続けることができる、 

「生涯現役社会」を構築していくことが重要となっています。 

 

１ 高年齢者雇用確保措置に関する事業主への指導を強化し、繰返しの指導にも改善がみられない場合には、

必要に応じて勧告・企業名の公表を行います。 

２ 高年齢者等の再就職を援助・促進するため、各種奨励金・助成金制度等を活用しながら、きめ細かな職

業相談・職業紹介を行い、事業主に対しては、募集・採用における年齢制限禁止、求職活動支援書の作成・

交付について、周知・啓発、指導を行います。 

 

 

 

 

 

高年齢者の就職促進等を通じた生涯現役社会の実現 

Ⅱ 「全員参加の社会」の実現に向けた雇用改革・人材力の強化

若者・非正規雇用対策の推進 

地方自治体との連携及び民間を活用した就職支援 
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⇒平成２６年度主要対策 

⇒平成２６年度主要対策 

マザーズハローワークやマザーズコーナーにおいて、担当者制による職業相談の実施など子育て女性等に

対する就職支援サービスの充実を図ります。 

 
 
 
 

障害者の雇用状況については、着実に進展しているものの、実雇用率は依然として法定雇用率に届いており  

ません。近年急増する精神障害者や発達障害者をはじめとする障害者の一層の雇用促進を図ることが必要です。 

また、障害者が地域において自立して生き生きと暮らせるよう、就業・生活両面にわたる一体的な支援を実  

施する体制の充実を図ることが必要です。 

 

 

１ 法定雇用率未達成企業に対し、企業トップへの指導を含めた雇用率達成指導を実施するとともに、特に

一人不足の中小企業に対し職場実習や助成金等の活用による雇用促進を図ります。 

２ 地域の福祉施設、特別支援学校等と連携したチーム支援により、就職の準備段階から職場定着までの継

続的な支援を実施します。 

３ 急増する精神障害者等の雇用促進のため、障害者雇用の経験が乏しい企業等に対して障害特性への理解

を深めるためのセミナーや企業見学会を実施します。 

 

 

 

 

千葉県の女性の年齢階級別労働力率のＭ字型の底は全国より低く、出産・子育て等で離職した方への再就職支

援が課題となっています。 

 

 

 

Ⅱ 「全員参加の社会」の実現に向けた雇用改革・人材力の強化

障害者雇用対策の推進 

子育てする女性等に対する雇用対策の推進 
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⇒平成２６年度主要対策 

⇒平成２６年度主要対策 

⇒平成２６年度主要対策 

１ 留学生に対する就職支援を推進します。 

２ 定住外国人に関する就労環境の改善及び再就職支援を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 良質な求人の確保を図る等、事業主に対する雇用管理指導援助業務の推進を図ります。 

２ 介護労働者、派遣労働者等の雇用管理の改善を図ります。 

３ 雇用主等に対する啓発・指導により、公正な採用選考システムの確立を図ります。 

 

 

 

 

 

１ 事業規模の縮小等による離職者の円滑な再就職を実現するため、早期再就職を図る事業主及び対象労 

働者を受け入れ訓練を行う事業主を支援します。 

２ 若者等の中長期的なキャリア形成を支援します。 

 

 

 

Ⅱ 「全員参加の社会」の実現に向けた雇用改革・人材力の強化

失業なき労働移動の実現 

雇用管理改善対策の推進 

外国人雇用対策の推進 
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⇒平成２６年度主要対策 

⇒平成２６年度主要対策 

⇒平成２６年度主要対策 

 

 

 

１ 「福祉人材コーナー」を中心に各ハローワークにおいて、介護・医療・保育職種への就業を希望する求

職者に対しては就職支援サービス、求人者に対しては充足支援サービスを強化します。 

２ 医療分野においては、ナースセンター等が実施する復職講習会等への誘導やナースセンターに対し医療

関係求人等の情報提供を行います。 

３ 保育分野においては、未充足求人へのフォローアップの徹底、応募意欲を喚起する求人情報の提供、事

業所見学を兼ねた就職面接会等を開催します。 

 

 

 

 

１ 地方自治体との協定に基づき、生活保護受給者等の生活困窮者に対して、効果的な支援による就労・自

立を促進する「生活保護受給者等就労自立促進事業」を推進します。 

２ 雇用保険を受給できない求職者に対し、求職者支援制度による職業訓練や受講給付金の支給等を通じた
担当制による就職支援を行ない、早期の就職実現を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有期契約労働者等の企業内でのキャリアアップを支援する「キャリアアップ助成金」、正規労働者のキャリア

形成を効果的に支援する「キャリア形成促進助成金」等の周知・広報を行い、事業主による企業内での計画的

な職業訓練等の促進を図ります。 

Ⅱ 「全員参加の社会」の実現に向けた雇用改革・人材力の強化

労働者・企業の職業能力開発への支援 

成長分野などでの雇用の拡大、人材育成の推進 

重層的なセーフティネットの構築 
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⇒平成２６年度主要対策 

⇒平成２６年度主要対策 

⇒平成２６年度主要対策 

 

 

 

 

 

１ 千葉県地域ジョブ・カード運営本部において策定した千葉県地域推進計画に基づき、千葉県をはじめとし

た運営本部の構成員や関係機関との連携の下、ジョブ・カード制度の周知及び推進を図ります。 

２ ハローワークにおいて、ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティング等を積極的に行い、ジョ

ブ・カードの交付を促進します。 

 

 

 

 

 

１ セミナーや説明会の開催などにより、法制度の周知啓発に取り組みます。 

２ 労働者派遣事業について、派遣元事業主や派遣先に対して積極的に指導監督を行うとともに、偽装請負

に対する厳正な指導監督を実施します。 

３ 職業紹介事業について、有料職業紹介事業者の手数料徴収等に係る指導監督に取り組むとともに、公的

法人等に対する指導監督を行います。 

 

 

  

 

 

 

 

１ 雇用保険の適用促進を図るとともに、遡及適用に係る取扱についても適切に行います。 

２ 不正受給を防止するため、制度の周知徹底と窓口指導の強化を図ります。 

３ 電子申請の利用促進を図ります。 

 

 

雇用保険制度の安定的運営 

ジョブ・カード制度の推進 

Ⅱ 「全員参加の社会」の実現に向けた雇用改革・人材力の強化

民間等の労働力需給調整事業の適正な運営の促進 
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⇒平成２６年度主要対策 
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パートタイム労働者が、その働き・貢献に応じて正社員等との均衡のある待遇が得られるよう、パートタイム

労働法の円滑な施行を図ることが必要となっています。 

 

 

１ パートタイム労働法に基づく指導等を実施し、パートタイム労働者の雇用管理の改善を図ります。また、

パートタイム労働者からの個別具体的な事案についての相談で法違反がある場合には、迅速かつ厳正な指

導を行うとともに、必要により労働局長による紛争解決の援助や調停等を実施し、紛争の円滑かつ迅速な

解決を図ります。 

２ パートタイム労働法に沿った雇用管理改善に取り組む事業主に対し、雇用均等指導員（均衡推進担当）、

雇用均等コンサルタントによる支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ⅱ 「全員参加の社会」の実現に向けた雇用改革・人材力の強化

パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保等対策の推進 

短時間雇用者（週間就業時間35時間未満）数および構成比 
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⇒平成２6 年度主要対策 

Ⅲ 安心して安全かつ健康に働くことができる職場づくり 

 

千葉県内では、労働基準法が適用される約15万事業場で約190万人が働いています。労働者が安心して働ける

職場環境を実現するためには、労働基準法等で定められた労働条件等が確保され、また、その向上を図ることが

必要です。千葉労働局と県内の労働基準監督署では、「安心して安全かつ健康に働くことができる職場づくり」を

目標に次の施策を重点に推進していきます。 

【 最重点施策 】 

① 建設業における労働災害防止対策 

② 働く人が活躍しやすい職場環境の改善の取組  

 

 

【 重点施策 】 

① 労働条件の確保・改善対策 

② 適正な労働条件の整備 

③ 労働災害を減少させるための重点業種等対策の推進 

④ 東日本大震災関連の労働災害防止対策の推進 

 

 

⑤ 職業性疾病等の予防対策の推進 

⑥ メンタルヘルス対策、産業保健対策の推進 

⑦ 労災補償対策の推進 

⑧ 最低賃金制度の適正な運営等 

⑨ 労働保険適用徴収業務の推進 

⑩ 個別労働関係紛争の促進 

 

 

平成25年の千葉県内における労働災害について、死亡者数は平成24年の36人と比べ12人も増加し、48人と

なりました。また、休業4日以上の死傷者数は4,854 人（平成26 年 2月末現在速報値、平成24年同期は4,980

人：労働者死傷病報告）となっており、昨年を若干下回る状況です。 

本年度は、死亡者数及び死傷者数をともに平成24年比で15％以上減少させることを目標とした第12次労働災

害防止計画の 2 年度に当たり、死亡災害が増加し、今後、工事量増加が見込まれる建設業の労働災害防止対策を

最重点として、積極的に労働災害防止活動を推進します。 

 

 

１ 建設工事の発注機関との連絡協議会の開催、合同パトロールの実施等の連携強化を通じて、安全衛     

    生に配慮した発注の促進、統括安全衛生管理の徹底、新規参入者教育等の取組を推進します。 

２ 墜落・転落災害の防止対策を推進します。 
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Ⅲ 安心して安全かつ健康に働くことができる職場づくり 

建設業における労働災害防止対策 

千葉：人 

平成 

全国：人 

Ⅲ 安心して安全かつ健康に働くことができる職場づくり 
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労働災害発生状況（死亡者数）の推移
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労働災害防止計画における各期間中の年平均の死亡者数及び死傷者数の推移 

 

 

 

 将来を担う若者を始めとして、働く人すべてが活躍しやすい職場環境を整えるため、若者の「使い捨て」が疑

われる企業等に対して長時間労働の抑制、過重労働による健康障害防止対策の徹底、賃金不払い残業の防止等に

係る重点的な監督指導を実施します。 

 また、重点的な監督指導の結果等を踏まえ、労使が一体となって長時間労働の抑制等についての取組が推進さ

れるよう労使団体に対して要請を行うなど、本取組の周知・啓発を図ります。 

 

若若者者のの「「使使いい捨捨てて」」がが疑疑わわれれるる企企業業等等へへのの重重点点監監督督のの実実施施結果（（平平成成2255年年99月月実実施施）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働災害防止計画 
全  国 千  葉 

備 考 
死亡者数 死傷者数 死亡者数 死傷者数 

第１次 昭和33～37年 6,033 450,546 107 4,423 ① 死亡者数の最高 

全国(昭和36年) 

6,712人 

千葉(昭和44年) 

205人 

② 死傷者数の最高 

全国(昭和36年) 

481,686人 

千葉(昭和48年) 

8,877人 

 ７ 63～平成 ４年 2,473 205,176 87 7,183 

８ ５～ ９年 2,281 166,048 93 6,162 

９ 10～14年 1,835 140,352 69 5,078 

10 15～19年 1,519 132,802 61 5,089 

11 20～24年 1,131 119,489 43 5,091 

働く人が活躍しやすい職場環境の改善の取組 

平成23年：東日本大震災関係を除く

平成25年：速報値 

平成 

千葉：人 全国：人 
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労労働働災災害害発発生生状状況況（（死死傷傷者者数数・・休休業業44日日以以上上））のの推推移移

Ⅲ 安心して安全かつ健康に働くことができる職場づくり 



235 217 229 209 217 208 213

⇒平成２６年度主要対策 

 

 

 

労働条件の確保・改善対策 

Ⅲ 安心して安全かつ健康に働くことができる職場づくり 
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１ 長時間労働の抑制と過重労働による健康障害の防止のため、法定労働条件の履行確保を図るとともに、

時間外労働協定の適正化を図ります。 

２ 賃金不払残業の防止に向け、労働時間管理及び割増賃金の支払いが適正に行われるよう監督指導を実施
します。

 

３ 企業倒産により賃金の支払いを受けられないまま退職した労働者の救済を図るため、未払賃金立替払制

度を的確に運用します。 

４ 労働条件の決定又は変更が合理的、かつ円滑に行われるよう、労働契約に関する基本的なルールを定め

る労働契約法や裁判例の趣旨及び内容について、労使双方に情報提供や周知を図ります。

５ 自動車運転者、介護労働者、障害者である労働者、技能実習生、派遣労働者などの労働条件の確保・改

善対策を推進します。 

６ 「労災かくし」を排除するため、的確な監督指導等を実施します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（注） 申告とは、労働者自身が事業場の労働基準法等に違反する事実

を監督署に申立て、是正を求めることです。 

下図の申告件数は県内８つの監督署で処理を行った数で、賃

金不払と解雇の件数は内数です。 

:立替支払支給額（単位 百万円）

支給労働者数 (人）

企業数（件）

申告処理状況の推移

未払賃金立替払の推移
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⇒平成２６年度主要対策 

 

 

 

 

 

１ 過重労働の解消と仕事と生活の調和実現に向けた働き方・休み方の見直しを進めます。 

２ 医療分野の『雇用の質』の向上のための取組を推進します。 

３ 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた環境整備を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等、事業場ごとの実情に応じ「働き方・休み方改善コン 

サルタント」による労務管理等の無料相談を実施しています。 

 

１ 以下のような相談は、コンサルタントにお任せください。 

（１）所定外労働時間の削減や休日の設定に関すること。   

（２）変形労働時間制、フレックスタイム制など労働時間制度に関すること。 

（３）年次有給休暇の計画的付与等、年次有給休暇取得促進に関すること。 

 

２ コンサルタントの利用について  

（１）コンサルタントは専門的な知識、豊富な経験を有する社会保険労務士から選任されておりますので、 

事業場の実情に即したアドバイスが可能です。 

（２）電話による相談だけではなく、ご希望に応じてコンサルタントが個別に事業場を訪問しアドバイス 

や資料提供を行います（無料です）。 

（３）コンサルタントの個別訪問は労働基準監督署が行う立入調査ではありませんので、お気軽にご利用 

ください（秘密は厳守いたします）。 

 

【問合せ先】 千葉労働局労働基準部 監督課   電話043－221－2304 

 

適正な労働条件の整備 
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年間総実労働時間の推移（全国・千葉）

Ⅲ 安心して安全かつ健康に働くことができる職場づくり 



 

⇒平成２6 年度主要対策 

 

⇒平成２6 年度主要対策 

⇒平成２6 年度主要対策 

⇒平成２6 年度主要対策 

　労働災害による死亡者数、負傷者数を減少させるために最重点業種の建設業のほか、陸上貨物運送事業、

第三次産業、製造業等を重点として災害の防止対策を引き続き推進するとともに、特に以下の事項を重点

的に推進します。 

１ 陸上貨物運送事業は、荷役作業時の墜落・転落災害の防止対策を推進します。 

２ 第三次産業は、小売業、社会福祉施設、飲食店、ゴルフ場における災害の防止対策を推進します。 

３ 製造業は、食料品製造業、金属製品製造業における災害の防止対策を推進します。 

４ 化学工業は、爆発火災災害の防止対策を推進します。 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

１ 除染等業務などの従事者の放射線障害防止対策を推進します。 

２ 復旧・復興工事に対する災害防止対策を推進します。 

 

 

 

  

 

 負傷、物理的因子、作業態様、化学物質等に起因する職業性疾病の予防対策を引き続き推進するとともに、 

特に以下の事項を重点的に推進します。 

１ 建築物解体における石綿ばく露防止対策など石綿健康障害予防対策を推進します。 

２ じん肺予防対策を推進します。 

３ 熱中症予防対策を推進します。 

４ 化学物質等安全データシート(ＳＤＳ)の交付、周知など化学物質による健康障害防止対策を推進します。 

 

 

 

 

１ 事業場におけるメンタルヘルス対策、産業保健活動の推進を図るとともに千葉産業保健総合支援センタ

ーの利用促進を図ります。 

２ 職場における受動喫煙防止対策を推進します。  

 労働災害を減少させるための重点業種等対策の推進 

メンタルヘルス対策、産業保健対策の推進 

東日本大震災関連の労働災害防止対策の推進 

職業性疾病等の予防対策の推進 

Ⅲ 安心して安全かつ健康に働くことができる職場づくり 
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主な重大災害（平成元年以降）  

 

 

 

  

※死傷者数欄の( )は、死亡者数の内数

 

 

発  生　月  発生地 死傷者数 業 種 等 発 生 状 況 等 概 要 

平成３年　６月 市 原 15(２) 化学工場 メタノール蒸留塔の爆発・火災 

平成３年 ９月 松 戸 ７(７) 土木工事 河川分水路トンネルの水没 

平成４年 10月 袖ヶ浦 17(10) 化学工場 脱硫装置の爆発・火災 

平成13年 ５月 四街道 ４(４) 寄 宿 舎 建設業附属寄宿舎の火災 

平成15年 ５月 我孫子 ４(２) 建築工事 移動式クレーンの転倒 

平成22年 ６月 市 原 ５(２) 設備工事 塩酸蒸留塔リボイラーの破断 

平成25年 11月 野 田 ４(２) 化学工場 廃油蒸留設備の爆発 

平成 

全産業：人 
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Ⅲ 安心して安全かつ健康に働くことができる職場づくり Ⅲ 安心して安全かつ健康に働くことができる職場づくり 

「Safe Work CHIBA」
ロゴマーク

死傷者数（休業４日以上）・業種別の推移（千葉）
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業種別・労働災害の推移

平成25年：速報値 

平成



 

⇒平成２６年度主要対策 

 

　業務・通勤の事由による労働者の負傷、疾病、障害及び死亡に対しては、被災労働者等の早期救済を図ると 

いう労働者災害補償保険法の基本理念に基づき、必要な保険給付を迅速・適正に行う必要があります。 

 

 

１ 社会的関心が高く複雑困難な事案が多い脳・心臓疾患及び精神障害事案の労災請求については、認定基

準等に基づく適正な事務処理を行い、標準処理期間内の迅速な事務処理を行います。 

２ 石綿関連疾患に係る補償（救済）制度について更なる周知の徹底を図り、労働者等に対し、労災保険給

付及び特別遺族給付金の請求勧奨等を適切に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労災補償対策の推進 

Ⅲ 安心して安全かつ健康に働くことができる職場づくり 
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労災保険新規受給者数及び年金受給者数の推移

労災保険給付額の推移



 

⇒平成２６年度主要対策 

 

 

最低賃金制度は、賃金の低廉な労働者の労働条件の下支えとして重要なものであり、就業形態の多様化等とい

った社会経済情勢の変化に対応して、今後ともセーフティネットとして一層適切に機能することが求められてい

ます。 

 

 

 

１ 千葉県の実情にあった最低賃金の改正が行われるよう千葉地方最低賃金審議会の円滑な運営を図ります。 

２ 千葉県最低賃金額等の改定について、積極的、効果的な広報活動を行い、広く県民に周知徹底を図りま

す。 

３ 最低賃金違反のおそれのある地域、業種等を重点とした監督指導等を行い、最低賃金の遵守の徹底に努

めます。 

４ 最低賃金の引上げに向けて中小企業を支援するため、千葉県最低賃金総合相談支援センターを開設し、

経営課題と労務管理の相談に対応します。また、業務改善助成金制度の周知及び活用促進を図ります。 

 

千葉県の最低賃金一覧表 

必ずチェック 最低賃金！ 使用者も 労働者も 

 

◎ お問い合わせは、千葉労働局労働基準部賃金室（０４３－２２１－２３２８）又は最寄の労働基準 

監督署にお尋ね下さい。 

 

千葉労働局ホームページ http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp 

２４時間テレホンサービス  ０４３（２２１）４７００  

最 低 賃 金 件 名 
最低賃金額

時間額（円）

発   効 

年 月 日 

〔地域別最低賃金〕 

千 葉 県 最 低 賃 金 
７７７ ２５．１０．１８ 

調  味  料  製  造  業 ８２７ ２５．１２．２５ 

鉄    鋼    業 ８６７ ２５．１２．２５ 

はん用機械器具、生産用機械器具製造業 ８４３ ２５．１２．２５ 

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 

情報通信機械器具製造業 
８４６ ２５．１２．２５ 

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・

理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品

製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部

分品製造業、眼鏡製造業 

８２９ ２５．１２．２５ 

各 種 商 品 小 売 業 ８０７ ２５．１２．２５ 

自 動 車 （ 新 車 ） 小 売 業 ８３８ ２５．１２．２５ 

    

最低賃金制度の適正な運営等 

Ⅲ 安心して安全かつ健康に働くことができる職場づくり 
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⇒平成２６年度主要対策 

１  収納率の向上を図るため、滞納整理、納付督励等に積極的に取り組み、特に多額・複数年にわたり滞納している

事業主に対しては、重点的に実施します。具体的には、強化月間を設定し（5月・12月・2月）、月間は労働保険徴

収課を挙げて滞納整理を実施します。 

また、労働保険料の口座振替制度の利用促進についても、引き続き周知広報に努めるとともに、パートタイム

労働者を多く雇用する業種でかつ労働者数の差異の多い事業場に重点をおいた算定基礎調査を実施します。 

２ 労働保険の未手続事業一掃対策として、特に11 月を「労働保険適用促進強化期間」と定め、集中的・効果的に

広報活動や加入指導に努めます。許認可等権限を有する関係行政機関（地方自治体等）との連携を強化して制度周

知を図るとともに、関係行政機関との通報情報等を活用し、未手続事業の積極的かつ的確な把握・加入勧奨を行い

ます。 

   また、労働保険の加入促進に係る委託業務については、受託団体等に対する的確な未手続事業情報の提出や協議

会で意見交換等の連携を通じ、加入勧奨活動を実施いたします。  

 
 

労働者のセーフティネットである労働保険制度は、労働行政の各種政策の推進を財政面から支える重要な役割

を担っており、制度の健全な運営や費用負担の公平性を図る見地から、「労働保険料等の収納率の向上」及び「労

働保険の適用促進」を重要課題として推進していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働保険の適用徴収業務の推進 

Ⅲ 安心して安全かつ健康に働くことができる職場づくり
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年年度度別別労労働働保保険険料料収収納納率率のの推推移移

年年度度別別労労働働保保険険適適用用状状況況のの推推移移



 

⇒平成２６年度主要対策 

１ 総合労働相談コーナーにおいて、相談内容に応じて、法令・裁判例等の情報提供、当事者間の自主的解決の

促進のアドバイス、他の処理機関等についての情報提供等のワンストップサービスを提供します。 

２ 個別労働関係紛争に関する相談事案については、相談者の意向を踏まえ、制度を適切に教示し、必要に応

じ、助言・指導の申出やあっせん申請を受け付けるとともに、適切な事務処理を行い、紛争の実情に即した

迅速かつ適正な解決に努めます。 

３ いじめ・嫌がらせが増加傾向にあり、複雑・困難化する個別労働関係紛争に対応するため、総合労働相談員

の専門性を高め、相談体制を強化します。 

 

 

 

労働局、千葉駅前、各労働基準監督署内にある10か所の総合労働相談コーナーには、労働条件その他労働関係

に関する事項についての個々の労働者と事業主間の紛争に関する相談、助言・指導の申出やあっせんの申請が数

多く寄せられているため、円滑かつ迅速な労働紛争問題の解決を促進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

個別労働関係紛争の解決の促進 
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労働局長の助言・指導 あっせん

Ⅲ 安心して安全かつ健康に働くことができる職場づくり
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年度別相談件数の推移

助言・指導申出受付件数及びあっせん申請受理件数の推移
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 付属機関、関係機関、法令・制度のご案内 

             Ｈ２６．４．１現在 

千葉労働局職業安定部職業対策課分室（キャリアアップ助成金等の相談・申請受付） 

 号番話電 地   在    所 称    名

千葉労働局職業安定部職業対策課分室 千葉市中央区中央3-3-1 ﾌｼﾞﾓﾄ第一生命ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 6階 043-441-5678 

新卒応援ハローワーク （学卒ジョブサポーターによる大学生等を対象とした支援） 

千 葉 新 卒 応 援 ハ ロ ー ワ ー ク 千葉市美浜区幸町1-1-3 ハローワーク千葉3階 043-242-1181 

ま つ ど 新 卒 応 援 ハ ロ ー ワ ー ク 松戸市松戸1307-1 松戸ビル3階 （ﾊﾛｰﾜｰｸ松戸内） 047-367-8609 

ふなばし新卒応援ハローワーク 船橋市本町1-3-1 フェイスビル9階 047-426-8474 

ハローワークプラザ （求人情報の検索・閲覧、一般求職者を対象とした職業相談・紹介） 

ハ ロ ー ワ ー ク プ ラ ザ ち ば 千葉市中央区新町3-13 千葉ＴＮビル1階 043-238-8300

ハ ロ ー ワ ー ク プ ラ ザ 柏 柏市柏4-8-1 柏駅東口金子ビル3階 04-7166-8609

ハ ロ ー ワ ー ク プ ラ ザ 市 原 市原市更級5-1-18 市原市勤労会館1階 0436-23-6941

マザーズハローワーク （子育てをしながら働きたい方、仕事と家庭を両立させたい方への就労支援） 

マ ザ ー ズ ハ ロ ー ワ ー ク ち ば 千葉市中央区新町3-13 千葉ＴＮビル1階 043-238-8100 

ハローワーク市川 マザーズコーナー 市川市市川南1-1-1 ザ ターワーズ イースト3階 047-323-8609 

ハローワーク木更津 マザーズコーナー 木更津市富士見1-2-1 アクア木更津5階 0438-25-0881 

ハローワーク松戸 マザーズコーナー 松戸市松戸1307-1 松戸ビル3階 047-367-8609 

ハローワーク船橋 マザーズコーナー 船橋市本町1-3-1 船橋フェイスビル5階 047-423-3097 

ハローワーク成田 マザーズコーナー 成田市花崎町760 成田市役所２階 0476-20-0567 

ハローワーク千葉南 マザーズコーナー 市原市更級5-1-18 市原市勤労会館1階 0436-26-8186 

わかものハローワーク （正規雇用を目指す若者を対象とした支援） 

柏 わ か も の ハ ロ ー ワ ー ク 柏市柏4-8-1 柏駅東口金子ビル3階 04-7166-8611 

千葉県ジョブサポートセンター （千葉県と連携した求人情報提供、職業相談・紹介及び生活相談）※ 

千葉県ジョブサポートセンター 千葉市中央区新町3-13 千葉ＴＮﾋﾞﾙ 3階 043-245-9420 

ふるさとハローワーク （各市と連携した地域住民を対象に求人情報提供及び職業相談・紹介） 

千葉市ふるさとハローワーク※ 千葉市稲毛区穴川4-12-1 稲毛区役所2階 043-284-0800 

東 金 市 地 域 職 業 相 談 室 東金市東岩崎1-3 東金市役所別棟1階 0475-52-1104 

流 山 市 地 域 職 業 相 談 室 流山市江戸川台東1-4 新川ＪＡビル2階 04-7156-7888 

 9535-26-9740 家の年青市旭 7215のニ市旭 室談相業職域地市旭

佐 倉 市 地 域 職 業 相 談 室 佐倉市宮前3-4-1 ミレニアムセンター佐倉3階 043-483-3180 

浦 安 市 地 域 職 業 相 談 室 浦安市入船1-4-1 ショッパーズプラザ新浦安店4階 047-381-8609 

我 孫 子 市 地 域 職 業 相 談 室 我孫子市本町2-4-2サン・ビーンズビル6階 04-7165-2786 

八 千 代 市 地 域 職 業 相 談 室 八千代市大和田新田312-5 市役所1階 047-483-1151 

 3587-3907-40 階1所役市 0541渚横市川鴨 クーワーロハとさるふ市川鴨

ハローワークの常設窓口 （※各市と連携した生活保護受給者等を対象とした就労支援） 

千葉市自立・就労サポートセンター中央 千葉市中央区中央4-5-1 中央保健福祉センター内 043-223-6270 

千葉市自立・就労サポートセンター花見川 千葉市花見川区瑞穂1-1 花見川保健福祉センター１階 043-275-6633 

千葉市自立・就労サポートセンター若葉 千葉市若葉区貝塚2-19-1 若葉保健福祉センター１階 043-233-2331 

かしわ就労自立サポートセンター 柏市柏5-10-1 柏市役所別館４階 04-7167-1666 

※は一体的実施事業として設置 

雇用保険受給手続電話相談室 （失業等給付の受給手続きに関する相談） 

雇 用 保 険 受 給 手 続 電 話 相 談 室 
千葉市中央区中央4-11-1 

千葉労働局職業安定部職業安定課内 

    0120-70-8609

携帯043-201-1861

Ⅳ 付属機関、関係機関、法令・制度のご案内
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各種職業紹介・相談機関

Ⅳ



 

 

 

総合労働相談コーナー 

千葉労働局総務部企画室 

総合労働相談コーナー 

千葉市中央区中央4-11-1千葉第2地方合同庁舎 

 
043-221-2303 
 

● 解雇・退職、いじめ・嫌がらせ、労働条件を含め、労働問題に関す

るあらゆる分野の相談 
千葉駅前総合労働相談コーナー 
千葉市中央区新町3-13 千葉TNビル4F 

  0120-250650

043-246-4121

労働基準監督署内総合労働相談コーナー 

県内8か所の労働基準監督署に設置してあります。 

 

(独)労働者健康福祉機構 

千葉産業保健総合支援センター 
千葉市中央区中央3-3-8 
日本生命千葉中央ビル8F 

043-202-3639

● 産業保健に関する専門的相談、産業医等への研修・支援 

● メンタルヘルス対策に係る相談 

● 小規模事業場とその労働者に対する、医師の意見聴取等産業保健

サービスを供給する地域ごとの相談先の紹介 

千葉県最低賃金総合相談支援センター 
千葉市中央区富士見２－７－５ 富士見ハ
イネスビル７Ｆ 千葉県社会保険労務士会 

043-222-0500

● 賃金支払能力の向上に取り組む中小企業を対象とした経営課題及
び労務管理の相談 

● 労務管理に係る同中小企業への専門家派遣 
● 経営改善・労務管理に係るセミナーの実施 

建設業労働災害防止協会千葉県支部 

千葉市中央区中央4-16-1 建設会館ビル4Ｆ 043-225-8524
● 労働安全衛生法に基づく建設業の各種技能講習・教育の実施 

● 建設業の労働災害防止に関する相談、情報提供 

(一社)日本労働安全衛生コンサルタント

会千葉支部 

千葉市中央区椿森1-26-9 
コンラッドビル4Ｆ  

043-306-1417
● 労働安全衛生に関する専門的相談 

● リスクアセスメントの実施・指導、情報提供 

千葉労災特別介護施設 ケアプラザ四街道 

四街道市中台511 
043-433-0120 ● 労災による重度被災労働者のための介護付き入居施設 

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 

千葉職業訓練支援センター 

千葉職業能力開発促進センター 
千葉市稲毛区六方町274 

043-422-2224 ● 機能的・弾力的な職業訓練、高度な人材育成の支援 

千葉障害者職業センター 

千葉高齢・障害者雇用支援センター 
千葉市美浜区幸町1-1-3 

043-204-2080

043-204-2901

● 障害者の職業リハビリテーションサービスの実施 

● 高年齢者・障害者等の雇用安定の援助に関する相談 

(公財)介護労働安全センター千葉支部 
千葉市中央区中央3-3-1 
フジモト第一生命ビル6F 

043-202-1717 ● 介護労働者の雇用管理の改善等に関する相談 

(公財)産業雇用安定センター千葉事務所 
千葉市中央区富士見2-7-5 
富士見ハイネスビル4F 

043-225-4855 ● 出向・移籍支援に関する相談 

(公財)国際研修協力機構千葉駐在事務所 
千葉市中央区新町3-13 千葉TＮビル4Ｆ 

043-245-2327 ● 外国人実習生・技能実習制度の総合的な支援 

(公社)千葉県シルバー人材センター連合会 
千葉市中央区中央3-9-16 
三井生命千葉中央ビル4Ｆ 

043-227-5112 ● 定年退職後の臨時的、短期的就労の相談 

Ⅳ 付属機関、関係機関、法令・制度のご案内

労働相談･支援等の関係機関
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・労働安全衛生法に基づく各種技能講習、研修、セミナーの実施、労働問題の相談、情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒２６０－００２６ 

千葉市中央区千葉港４－３ 

千葉県経営者会館３Ｆ 

ＴＥＬ ０４３－２４２－２０４４ 

千葉 
労働基準協会 

〒２７３－０００５ 

船橋市本町１－１０－１０ 

船橋商工会議所会館３F 

ＴＥＬ ０４７－４３４－２１８９ 

(一社)船橋 
労働基準協会 

〒２７７－０００５ 

柏市柏２６１ 

ＴＥＬ ０４－７１６３－５２２０ 

柏 
労働基準協会 

〒２８３－０８０２ 

東金市東金５８７－６ 

ＴＥＬ ０４７５－５２－１０６１ 

東金 
労働基準協会

〒２８８－００４８ 

銚子市双葉町２－１９ 

ＴＥＬ ０４７９－２２－３９９８ 

(一社)銚子 
労働基準協会 

〒２９４－００４５ 

館山市北条２１８１－４ 

オフィス丸越１０６ 

ＴＥＬ ０４７０－２２－１６７５ 

館山 
労働基準協会 

〒２８６－０１３４ 

成田市東和田５５５－５ 

ＴＥＬ ０４７６－２４－３７４３ 

成田 
労働基準協会

〒２９７－００２６ 

茂原市茂原４４３ 

茂原商工会館３F 

ＴＥＬ ０４７５－２３－５２７６ 

（一社）茂原
労働基準協会

〒２９２－０８３８ 

木更津市潮浜１－１７－５９ 

木更津商工会館４F 

ＴＥＬ ０４３８－３７－９６２０ 

(一社)君津 
労働基準協会

〒２６０－００２６ 

千葉市中央区千葉港４－３ 

千葉県経営者会館３Ｆ 

ＴＥＬ  ０４３－２４１－２６２６ 

(公社)千葉県 

労働基準協会連合会 

Ⅳ 付属機関、関係機関、法令・制度のご案内
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労働基準協会等 



 

 
 

平成２６年度 

業務改善助成金のお知らせ 
―中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金― 

 

 千葉県内に事業場を置き、事業場内で最も低い時間給（時間換算額）が 

８００円未満の労働者を使用する中小企業事業主が、 

①事業場内最低賃金を時間給で４０円以上引上げる計画を策定 

②労働能率の増進に資する設備・機器の導入、研修等の業務改善、賃金制度の整備、

就業規則の作成・改正等の業務改善計画を策定 

③賃金引上げ 

を実施した場合に、業務改善に要した費用（１０万円以上）の２分の１ 

（常時使用する労働者数が企業全体で３０人以下の事業場は４分の３）を 

国の予算の範囲内で助成する制度です。 

（業務改善助成金の上限は１００万円、下限は５万円です。） 

 

―業務改善助成金のお問い合わせ・申請先― 

千葉労働局労働基準部賃金室 

〒260-8612 千葉市中央区中央４－１１－１ 

                     千葉第二地方合同庁舎 

                       ℡０４３－２２１－２３２８ 

Ⅳ 付属機関、関係機関、法令・制度のご案内
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千 葉 労 働 局 
 

〒２６０－８６１２ 千葉市中央区中央４－１１－１ 千葉第２地方合同庁舎 

■直通ダイヤルイン 

総 務 部  

   総務課        ＴＥＬ０４３(２２１)４３１１ 

   企画室        ＴＥＬ０４３(２２１)２３０３ 

   労働保険徴収課    ＴＥＬ０４３(２２１)４３１７ 

労働基準部 

   監督課        ＴＥＬ０４３(２２１)２３０４ 

   健康安全課      ＴＥＬ０４３(２２１)４３１２ 

   賃金室        ＴＥＬ０４３(２２１)２３２８ 

   労災補償課      ＴＥＬ０４３(２２１)４３１３ 

   労災保険審査官    ＴＥＬ０４３(２２１)４３１４ 

職業安定部 

   職業安定課      ＴＥＬ０４３(２２１)４０８１ 

   職業対策課      ＴＥＬ０４３(２２１)４３９１ 

   需給調整事業課    ＴＥＬ０４３(２２１)５５００ 

   地方訓練受講者支援室 ＴＥＬ０４３(２２１)４０８７ 

 

雇用均等室         ＴＥＬ０４３(２２１)２３０７ 

■ホームページのアドレス 

http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


